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○
環
境
省
告
示
第
百
三
十
六
号

総

理

府

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
二
号
）
第
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

通
商
産
業
省

り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
（
平
成
十
三

年
十
二
月
環
境
省
告
示
第
七
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
特
定
施
設
の

設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量
を
除
く
特
定
排
出
水
の
量
に
係
る

、

及
び

の
値

Cp

Cpo

Cpi

に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
後
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
総
量

削
減
基
本
方
針
に
お
け
る
目
標
年
度
の
前
年
度
末
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

環
境
大
臣

若
林

正
俊

り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲

一

こ
の
告
示
で
使
用
す
る
用
語
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
で
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
。

二

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
七
第
三
項
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
業
種
そ

の
他
の
区
分
は
、
指
定
地
域
内
事
業
場
の
う
ち
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
並
び
に
環
境
基



- 2 -

準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
の
事
務
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
別
表
第
二
号
ハ
に

掲
げ
る
水
域
（
以
下
「
大
阪
湾
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
水
を
排
出
す
る
も
の
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
、
令
別
表
第
二
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
大
阪
湾

及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
水
を
排
出
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
二

の
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
汚
水
又
は
廃
液

を
処
理
す
る
事
業
場
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
の
属
す
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

三

規
則
第
一
条
の
七
第
三
項
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
範
囲
は
、
指
定
地
域
内
事
業
場
の
う
ち
、
令
別
表
第
二
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
並
び
に
大
阪
湾
及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
水

を
排
出
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
、
令
別
表
第
二
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
大
阪
湾
及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
水
を
排
出
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
別
表
第
二
の
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
ご
と
に
、

及
び

の
値
に
係
る
も
の
に

Cp

Cpo

あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
第
三
欄

の

に
掲
げ
る
値
以
上

に
掲
げ
る
値
以
下
と
し
、

の
値
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

(1)

(ｲ)

(ﾛ)

Cpi

は
そ
れ
ぞ
れ
第
三
欄

の

に
掲
げ
る
値
以
上

に
掲
げ
る
値
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

汚
水
又
は
廃
液
を
処
理
す
る
事
業
場
に
係
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
の
属
す
る
業
種
そ
の
他
の
区

分
ご
と
の
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
そ
れ
ぞ
れ
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
の
範
囲
内
に
お
い
て

、

及
び

の
値
を

Cp

Cpo

Cpi

定
め
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
工
場
又
は
事
業
場
及
び
当
該
事
業
場
に
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つ
き

、

及
び

の
値
を
別
に
定
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

Cp

Cpo

Cpi
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別
表
第
一

単
位
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ

り
ん
含
有
量

リ
グ
ラ
ム

整

理

備

考

業
種
そ
の
他
の
区
分

番

号

(1)

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

二

畜
産
農
業

八

四
〇

八

九

三

天
然
ガ
ス
鉱
業

一

一
・
五

一

一
・
五

四

非
金
属
鉱
業

一

二

一

一
・
五

五

肉
製
品
製
造
業

四

一
六

一

六
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六

乳
製
品
製
造
業

五

八
・
五

一

三
・
五

七

畜
産
食
料
品
製
造
業
（
前

五
・
五

一
一

一

五
・
五

二
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

八

水
産
缶
詰
・
瓶
詰
製
造
業

三

四

一

一
・
五

九

寒
天
製
造
業

三

五
・
五

一
・
五

二
・
五

一
〇

魚
肉
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

三

六
・
五

一
・
五

三

製
造
業

一
一

水
産
練
製
品
製
造
業
（
前

三

七
・
五

一

三
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
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一
二

冷
凍
水
産
物
製
造
業

三

八

一
・
五

五
・
五

一
三

冷
凍
水
産
食
品
製
造
業

四

八

一

六

一
四

水
産
食
料
品
製
造
業
（
整

三

八

一
・
五

四

理
番
号
八
の
項
か
ら
前
項

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

き
、
魚
介
類
塩
干
・
塩
蔵

品
製
造
業
を
含
む
。
）

一
五

野
菜
缶
詰
・
果
実
缶
詰
・

三

七
・
五

一

三

農
産
保
存
食
料
品
製
造
業

一
六

野
菜
漬
物
製
造
業

二
・
五

六
・
五

一

三
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一
七

味
そ
製
造
業

四

七
・
五

一
・
五

四
・
五

一
八

し
ょ
う
油
・
食
用
ア
ミ
ノ

四

八

一
・
五

三

酸
製
造
業

一
九

う
ま
味
調
味
料
製
造
業

一
・
五

八

一

一
・
五

二
〇

ソ
ー
ス
製
造
業

三

六

一

二
・
五

二
一

食
酢
製
造
業

三

四
・
五

一
・
五

三

二
二

砂
糖
精
製
業

一
・
五

五

一

二

二
三

ぶ
ど
う
糖
・
水
あ
め
・
異

三

六

一
・
五

三

性
化
糖
製
造
業
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二
四

小
麦
粉
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

二
・
五

二
五

パ
ン
製
造
業

二

六

一

二
・
五

二
六

生
菓
子
製
造
業

三

七
・
五

一

四

二
七

ビ
ス
ケ
ッ
ト
類
・
干
菓
子

三

四

一

一
・
五

製
造
業

二
八

米
菓
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

四
・
五

二
九

パ
ン
・
菓
子
製
造
業
（
整

三

六

一
・
五

三

理
番
号
二
五
の
項
か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
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三
〇

植
物
油
脂
製
造
業

二
・
五

六

一

二

米
糠
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
(1)

及
び

の
値
は
、
四
、
八
と

(ｲ)

(ﾛ)

す
る
。

三
一

動
物
油
脂
製
造
業

二

六

一

四
・
五

三
二

食
用
油
脂
加
工
業

二
・
五

三
・
五

一

二

三
三

ふ
く
ら
し
粉
・
イ
ー
ス
ト

二

三

一

一
・
五

・
そ
の
他
の
酵
母
剤
製
造

業

三
四

穀
類
で
ん
ぷ
ん
製
造
業

三

六
・
五

一
・
五

三

三
五

め
ん
類
製
造
業

三

六
・
五

一

二
・
五
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三
七

豆
腐
・
油
揚
製
造
業

四

七
・
五

一

四
・
五

三
八

あ
ん
類
製
造
業

三
・
五

一
二

一

四

三
九

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業

四

八
・
五

一

四
・
五

四
〇

そ
う(

惣)

菜
製
造
業
の
う

二
・
五

七
・
五

一

四
・
五

ち
煮
豆
の
製
造
に
係
る
も

の

四
一

清
涼
飲
料
製
造
業

二
・
五

五
・
五

一

二

四
二

果
実
酒
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

二
・
五

四
三

ビ
ー
ル
製
造
業

三

四

一
・
五

二
・
五



- 11 -

四
四

清
酒
製
造
業

一
・
五

四

一

一
・
五

四
五

蒸
留
酒
・
混
成
酒
製
造
業

二

四

一

一
・
五

四
六

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー

二
・
五

三
・
五

一

三

製
造
業

四
七

配
合
飼
料
製
造
業

二

三
・
五

一

二

四
八

単
体
飼
料
製
造
業

二

三
・
五

一

二

四
九

有
機
質
肥
料
製
造
業

一
・
五

三
・
五

一

一
・
五

五
〇

た
ば
こ
製
造
業

二

三

一

一
・
五
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五
一

二

六

一

四

生
糸
製
造
業
（
副
蚕
糸
精

練
業
を
含
む
。
）

五
五

繊
維
工
業
（
整
理
番
号
五

二

四
・
五

一

一
・
五

一
の
項
に
掲
げ
る
も
の
及

び
衣
服
そ
の
他
の
繊
維
製

品
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
で
整
毛
工

程
に
係
る
も
の

五
七

繊
維
工
業
で
麻
製
繊
工
程

二

四
・
五

一

四

に
係
る
も
の

五
八

繊
維
工
業
で
毛
織
物
機
械

一

二

一

一
・
五

染
色
整
理
工
程
（
の
り
抜

き
、
精
練
漂
白
、
シ
ル
ケ
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ッ
ト
加
工
そ
の
他
の
染
色

整
理
工
程
に
付
帯
し
て
行

わ
れ
る
加
工
処
理
工
程
（

以
下
「
染
色
整
理
工
程
付

帯
加
工
処
理
工
程
」
と
い

う
。
）
を
含
む
。
）
に
係

る
も
の

五
九

繊
維
工
業
で
織
物
機
械
染

二

五
・
五

一

三

色
整
理
工
程
（
染
色
整
理

工
程
付
帯
加
工
処
理
工
程

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の

（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

六
〇

繊
維
工
業
で
織
物
手
加
工

二

六

一

四
・
五
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染
色
整
理
工
程
（
染
色
整

理
工
程
付
帯
加
工
処
理
工

程
を
含
む
。
）
に
係
る
も

の

六
一

繊
維
工
業
で
綿
状
繊
維
・

二

五

一

二

糸
染
色
整
理
工
程
（
染
色

整
理
工
程
付
帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。
）
に
係
る

も
の

六
二

繊
維
工
業
で
ニ
ッ
ト
・
レ

一
・
五

四

一

二

ー
ス
染
色
整
理
工
程
（
染

色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処

理
工
程
を
含
む
。
）
に
係

る
も
の
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六
三

繊
維
工
業
で
繊
維
雑
品
染

二

五

一

三

色
整
理
工
程
（
染
色
整
理

工
程
付
帯
加
工
処
理
工
程

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の

六
四

繊
維
工
業
で
不
織
布
製
造

一

二

一

一
・
五

工
程
に
係
る
も
の

六
五

繊
維
工
業
で
フ
ェ
ル
ト
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
工
程
に
係
る
も
の

六
六

繊
維
工
業
で
上
塗
り
し
た

一

二

一

二

織
物
及
び
防
水
し
た
織
物

製
造
工
程
に
係
る
も
の
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六
七

繊
維
工
業
で
繊
維
製
衛
生

二

三
・
五

一

三

材
料
製
造
工
程
に
係
る
も

の

六
八

繊
維
工
業
（
整
理
番
号
五

一

三
・
五

一

一
・
五

五
の
項
か
ら
前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

六
九

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ

二

三

一

二
・
五

ッ
プ
製
造
業

七
一

合
板
製
造
業
（
集
成
材
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
を
含
む
。
）
又
は
パ

ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
製
造

業
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七
五

木
材
薬
品
処
理
業

二

三

一

一
・
五

七
六

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

溶
解
パ
ル
プ
製
造
工
程
に

係
る
も
の

七
七

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

サ
ル
フ
ァ
イ
ト
パ
ル
プ
製

造
工
程
に
係
る
も
の

七
八

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工

程
、
リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
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ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
又

は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ
ル
パ

ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の

七
九

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
製
造
工
程
又
は
未

さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ

ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

八
〇

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で
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さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド
パ

ル
プ
製
造
工
程
（
前
工
程

の
未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン

ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
含

む
。
）
又
は
さ
ら
し
セ
ミ

ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工

程
（
前
工
程
の
未
さ
ら
し

セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製

造
工
程
を
含
む
。
）
に
係

る
も
の

八
一

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

未
さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
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除
く
。
）

八
二

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ

製
造
工
程
（
前
工
程
の
未

さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ

製
造
工
程
を
含
む
。
）
に

係
る
も
の

八
三

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

古
紙
を
原
料
と
す
る
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
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八
四

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

古
紙
を
原
料
と
し
脱
イ
ン

キ
又
は
漂
白
を
行
う
パ
ル

プ
製
造
工
程
（
前
工
程
の

離
解
工
程
を
含
む
。
）
に

係
る
も
の

八
五

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

二

一

二

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

木
材
又
は
古
紙
以
外
の
も

の
を
原
料
と
す
る
パ
ル
プ

製
造
工
程
に
係
る
も
の

八
六

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五
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造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、
リ
フ

ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル

プ
又
は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ

ル
パ
ル
プ
を
主
原
料
と
す

る
洋
紙
製
造
工
程
（
前
工

程
の
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、

リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
又
は
サ
ー
モ
メ
カ

ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
も
の

八
七

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

洋
紙
製
造
工
程
に
係
る
も
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の
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

八
八

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

板
紙
製
造
工
程
に
係
る
も

の

八
九

機
械
す
き
和
紙
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

九
〇

手
す
き
和
紙
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

九
一

塗
工
紙
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

九
二

段
ボ
ー
ル
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五
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九
三

重
包
装
紙
袋
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

九
四

セ
ロ
フ
ァ
ン
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

九
五

乾
式
法
に
よ
る
繊
維
板
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業

九
六

繊
維
板
製
造
業
（
前
項
に

一

一
・
五

一

一
・
五

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

九
七

パ
ル
プ
製
造
業
、
紙
製
造

一

一
・
五

一

一
・
五

業
又
は
紙
加
工
品
製
造
業

（
整
理
番
号
七
六
の
項
か

ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
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一
〇
〇

印
刷
業
（
新
聞
そ
の
他
の

二

四

一

三

出
版
物
を
印
刷
す
る
も
の

を
含
む
。)

一
〇
一

製
版
業

二

三
・
五

一

二

一
〇
二

窒
素
質
・
り
ん
酸
質
肥
料

二

二
六
・
五

一

二
六
・
五

製
造
業

一
〇
三

複
合
肥
料
製
造
業

二

三
〇

一

三
〇

一
〇
四

化
学
肥
料
製
造
業
（
前
二

一

一
・
五

一

一
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
〇
五

ソ
ー
ダ
工
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五
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一
〇
六

電
炉
工
業

二

三

一

一
・
五

一
〇
七

無
機
顔
料
製
造
業

一

三

一

一
・
五

一
〇
八

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造

一

二
・
五

一

一
・
五

り
ん
及
び
り
ん
化
合
物
製
造
工

業
（
整
理
番
号
一
〇
五
の

程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
(1)
(ｲ)

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ

及
び

並

び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)

(ﾛ)

る
も
の
を
除
く
。
）

そ

れ
ぞ
れ
二
、
四
〇
、
八

と
す

る
。

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

一
〇
九

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

一
・
五

三

一

一
・
五

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使

造
業
で
脂
肪
族
系
中
間
物

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

製
造
工
程
に
係
る
も
の

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
七
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・
五
、
四
、
五
と
す
る
。

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

一
一
〇

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

一

一
・
五

一

一
・
五

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使

造
業
で
環
式
中
間
物
・
合

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

成
染
料
・
有
機
顔
料
製
造

三
欄

の
値
は
、
そ

工
程
に
係
る
も
の

及
び

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

れ
ぞ
れ
二
・
五
、
三
・
五
と
す

る
。

一
一
一

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

造
業
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

造
工
程
に
係
る
も
の

一
一
二

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

一

二

一

一
・
五

造
業
で
合
成
ゴ
ム
製
造
工

程
に
係
る
も
の
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り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

一
一
三

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

一

二

一

一
・
五

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使

造
業
で
有
機
化
学
工
業
製

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

品
製
造
工
程
（
脂
肪
族
系

三
欄

の
値
は
、
そ

中
間
物
製
造
工
程
、
環
式

及
び

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

れ
ぞ
れ
二
・
五
、
三
・
五
と
す

中
間
物
・
合
成
染
料
・
有

る
。

機
顔
料
製
造
工
程
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
及
び

合
成
ゴ
ム
製
造
工
程
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

一
一
四

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

一

二
・
五

一

一
・
五

造
業
（
整
理
番
号
一
〇
九

の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

一
一
五

脂
肪
族
系
中
間
物
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
四
、
二
〇
、

二
・
五
、
四
と
す
る
。

一
一
六

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業

二

三

一

二

一
一
七

発
酵
工
業

一
・
五

三

一

一
・
五

一
一
八

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造

二

三

一

一
・
五

業

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

一
一
九

環
式
中
間
物
・
合
成
染
料

一
・
五

三
・
五

一

一
・
五

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使

・
有
機
顔
料
製
造
業
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用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
二

四
、
四
、
五
と
す
る
。

一
二
〇

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

一

三

一

一
・
五

一
二
一

合
成
ゴ
ム
製
造
業

一
・
五

三
・
五

一

二

一
二
二

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造

一
・
五

五

一

二

有
機
り
ん
系
農
薬
原
体
製
造
工

第
三
欄

業
（
整
理
番
号
一
〇
九
の

程
に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ｲ)

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ

及
び
(ﾛ)

、
二
三
と
す
る
。

る
も
の
を
除
く
。
）

一
二
三

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト

二

三

一

一
・
五

製
造
業
の
う
ち
レ
ー
ヨ
ン
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の
製
造
に
係
る
も
の

一
二
四

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト

二

三

一

一
・
五

製
造
業
の
う
ち
ア
セ
テ
ー

ト
の
製
造
に
係
る
も
の

一
二
五

合
成
繊
維
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
二
六

脂
肪
酸
・
硬
化
油
・
グ
リ

二

三

一

一
・
五

セ
リ
ン
製
造
業

一
二
七

石
け
ん
・
合
成
洗
剤
製
造

二

三

一

一
・
五

業

一
二
八

界
面
活
性
剤
製
造
業
（
前

一
・
五

三

一

一
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
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。
）

一
二
九

塗
料
製
造
業

一
・
五

三

一

一
・
五

一
三
〇

印
刷
イ
ン
キ
製
造
業

二

三

一

一
・
五

医
薬
品
原
薬
製
造
工
程
（
り
ん

一
三
一

医
薬
品
原
薬
・
製
剤
製
造

一
・
五

六

一

一
・
五

又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と
し

業

て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

及

(1)
(ﾛ)

び

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八

(2)
(ﾛ)

、
二
・
五
と
す
る
。

一
三
二

医
薬
品
製
剤
製
造
業

一

二
・
五

一

一
・
五

一
三
三

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

一

二
・
五

一

一
・
五
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一
三
四

生
薬
・
漢
方
製
剤
製
造
業

二

三

一

一
・
五

一
三
五

動
物
用
医
薬
品
製
造
業

二

五

一

一
・
五

一
三
六

火
薬
類
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

一
三
七

農
薬
製
造
業

二

五
・
五

一

一
・
五

一
三
八

合
成
香
料
製
造
業

二

四

一

二

一
三
九

香
料
製
造
業
（
前
項
に
掲

二

四

一

二

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
四
〇

化
粧
品
・
歯
磨
・
そ
の
他

二

三

一

一
・
五

の
化
粧
用
調
整
品
製
造
業
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一
四
二

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造

二

四

一

二

業
（
に
か
わ
製
造
業
を
含

む
。
）

一
四
三

写
真
感
光
材
料
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

一
四
四

天
然
樹
脂
製
品
・
木
材
化

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

学
製
品
製
造
業

一
四
五

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
四
六

化
学
工
業
（
整
理
番
号
一

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

〇
二
の
項
か
ら
前
項
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
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一
四
七

石
油
精
製
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
四
八

潤
滑
油
製
造
業
（
前
項
に

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
四
九

コ
ー
ク
ス
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
五
〇

石
油
コ
ー
ク
ス
製
造
業

二

三

一

一
・
五

一
五
一

自
動
車
タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー

一
・
五

二
・
五

一

二

ブ
製
造
業

一
五
二

ゴ
ム
製
品
製
造
業
で
ラ
テ

一

一
・
五

一

一
・
五

ッ
ク
ス
成
型
型
洗
浄
工
程

に
係
る
も
の
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一
五
三

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
前
二

一
・
五

三

一

一
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
五
四

な
め
し
か
わ
製
造
業

二

三

一

一
・
五

一
五
五

毛
皮
製
造
業

二

三

一

一
・
五

一
五
六

板
ガ
ラ
ス
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
五
七

板
ガ
ラ
ス
加
工
業

一

二

一

一
・
五

一
五
八

ガ
ラ
ス
製
加
工
素
材
製
造

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

業
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一
五
九

ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
六
〇

理
化
学
用
・
医
療
用
ガ
ラ

一

一
・
五

一

一
・
五

ス
器
具
製
造
業

一
六
一

卓
上
用
・
ち
ゅ
う
房
用
ガ

一

一
・
五

一

一
・
五

ラ
ス
器
具
製
造
業

一
六
二

ガ
ラ
ス
繊
維
（
長
繊
維
に

一

一
・
五

一

一
・
五

限
る
。
）
・
同
製
品
製
造

業

一
六
三

ガ
ラ
ス
繊
維
・
同
製
品
製

一

一
・
五

一

一
・
五

造
業
（
前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
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一
六
四

ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業

一

二
・
五

一

一
・
五

（
整
理
番
号
一
五
六
の
項

か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

一
六
五

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

一

二

一

二

一
六
六

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
製
造

一

二
・
五

一

一
・
五

業

一
六
七

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
（

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
六
八

黒
鉛
電
極
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五
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一
六
九

砕
石
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
七
〇

鉱
物
・
土
石
粉
砕
等
処
理

一

二
・
五

一

一
・
五

業

一
七
二

う
わ
薬
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
七
三

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
七
五

フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
七
六

高
炉
に
よ
ら
な
い
製
鉄
業

一

一
・
五

一

一
・
五

（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
七
八

製
鋼
・
製
鋼
圧
延
業
（
転

一

一
・
五

一

一
・
五
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炉(

単
独
転
炉
を
含
む
。
）

又
は
電
気
炉
（
単
独
電
気

炉
を
含
む
。)

に
よ
る
も
の

に
限
る
。
）

一
七
九

熱
間
圧
延
業
（
整
理
番
号

一

二

一

一
・
五

一
八
二
の
項
及
び
同
一
八

三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
八
〇

冷
間
圧
延
業
（
整
理
番
号

一

二

一

一
・
五

一
八
二
の
項
及
び
同
一
八

三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
八
一

冷
間
ロ
ー
ル
成
型
形
鋼
製

一

一
・
五

一

一
・
五
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造
業

一
八
二

鋼
管
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
八
三

伸
鉄
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
八
四

磨
棒
鋼
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
八
五

引
抜
鋼
管
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

一
八
六

伸
線
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
八
七

ブ
リ
キ
製
造
業

二

三

一

一
・
五

一
八
八

亜
鉛
鉄
板
製
造
業

一

二

一

一
・
五
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一
八
九

め
っ
き
鋼
管
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
九
〇

め
っ
き
鉄
鋼
線
製
造
業

一

二

一

一
・
五

一
九
一

表
面
処
理
鋼
材
製
造
業
（

一

二

一

一
・
五

整
理
番
号
一
八
七
の
項
か

ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

一
九
二

鍛
鋼
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
九
三

鍛
工
品
製
造
業

二

三

一

一
・
五

一
九
四

鋳
鋼
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

一
九
五

銑
鉄
鋳
物
製
造
業
（
次
項

一

一
・
五

一

一
・
五
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及
び
整
理
番
号
一
九
七
の

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
九
六

鋳
鉄
管
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
九
七

可
鍛
鋳
鉄
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

一
九
八

鉄
粉
製
造
業

一

一
・
五

一

一
・
五

一
九
九

鉄
鋼
業
（
整
理
番
号
一
七

一

一
・
五

一

一
・
五

三
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
〇
〇

非
鉄
金
属
製
造
業

一

二

一

一
・
五
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り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る

二
〇
一

電
気
め
っ
き
業

一
・
五

五

一

三

表
面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
(1)
(ｲ)

及
び

並
び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)
(ﾛ)

そ
れ
ぞ
れ
二
・
五
、
八
、
四
・

五
と
す
る
。

溶
融
め
っ
き
工
程
（
り
ん

二
〇
二

金
属
製
品
製
造
業
（
前
項

二

五
・
五

一

三

（一）
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も

）

の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は

、
第
三
欄

及
び

並
び

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

に

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ

(2)
(ﾛ)

二
・
五
、
四
、
二
・
五
と
す

る
。ア

ル
マ
イ
ト
加
工
工
程
（

（二）
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り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ

る
表
面
処
理
施
設
を
設
置
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄

及
び

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

並
び
に

の
値
は
、
そ
れ

(2)
(ﾛ)

ぞ
れ
八
、
一
七
、
六
と
す
る

。

二
〇
三

一
般
機
械
器
具
製
造
業

一
・
五

三

一

二

二
〇
四

プ
リ
ン
ト
回
路
製
造
業

一

二
・
五

一

二

民
生
用
電
気
機
械
器
具
製
造
工

二
〇
五

電
気
機
械
器
具
製
造
業
（

一
・
五

三

一

二

程
（
り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

よ
る
表
面
処
理
施
設
を
設
置
す

き
、
情
報
通
信
機
械
器
具

る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

製
造
業
、
電
子
部
品
・
デ
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は
、
第
三
欄

及
び

の
値

バ
イ
ス
製
造
業
を
含
む
。

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
、
四
・
五
と

）

す
る
。

自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
工
程

二
〇
六

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

一

四

一

二

（
り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ

る
表
面
処
理
施
設
を
設
置
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は

、
第
三
欄

及
び

の
値
は

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
、
八
と
す

る
。

二
〇
七

精
密
機
械
器
具
製
造
業

一
・
五

二
・
五

一

一
・
五

二
〇
八

ガ
ス
製
造
工
場

二

四
・
五

一

三
・
五
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二
〇
九

下
水
道
業

一

四

一

四

標
準
活
性
汚
泥
法
そ
の
他

（一）
こ
れ
と
同
程
度
に
下
水
中
の

り
ん
を
除
去
で
き
る
方
法
よ

り
高
度
に
下
水
中
の
り
ん
を

除
去
で
き
る
方
法
に
よ
り
下

水
を
処
理
す
る
も
の
（
高
濃

度
の
り
ん
を
含
有
す
る
汚
水

を
多
量
に
受
け
入
れ
て
処
理

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ

第
三
欄

及
び

っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

の
値
は
、
二
と
す
る
。

(2)
(ﾛ)高

濃
度
の
り
ん
を
含
有
す

（二）
る
汚
水
を
多
量
に
受
け
入
れ

て
処
理
す
る
も
の
（
標
準
活

性
汚
泥
法
そ
の
他
こ
れ
と
同

程
度
に
下
水
中
の
り
ん
を
除



- 48 -

去
で
き
る
方
法
に
よ
り
下
水

を
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。)

第
三
欄

に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

及
び

の
値
は
、
八
と
す

(2)
(ﾛ)

る
。

二
一
〇

空
瓶
卸
売
業

四

五

二

三
・
五

二
一
一

共
同
調
理
場
（
学
校
給
食

三

五

一
・
五

二
・
五

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
号
）
第
五
条
の

二
に
規
定
す
る
施
設
を
い

う
。
）

二
一
二

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製

四

九

一
・
五

四
・
五

造
業
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二
一
三

飲
食
店

三

五
・
五

二

四

二
一
四

宿
泊
業

三

五

二

四

二
一
五

リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ
業

二
・
五

八

一

五

二
一
六

洗
濯
業
（
前
項
に
掲
げ
る

二
・
五

七

一

三

も
の
を
除
く
。
）

二
一
八

写
真
業
（
写
真
現
像
・
焼

四

五

二

四

付
業
を
含
む
。
）

二
一
九

自
動
車
整
備
業

二
・
五

五

二

三

二
二
〇

病
院

三

五

二

四
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二
二
一

し
尿
浄
化
槽
（
建
築
基
準

二

八

一

四

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
又
は
建

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条

年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技

）
第
三
十
二
条
第
一
項
の

術
上
の
基
準
を
満
た
す
構
造
の

表
に
規
定
す
る
算
定
方
法

し
尿
浄
化
槽
よ
り
高
度
に
し
尿

に
よ
り
算
定
し
た
処
理
人

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

員
が
五
〇
一
人
以
上
の
も

法
に
よ
り
し
尿
を
処
理
す
る
も

第
三
欄

の
に
限
る
。
）

の
に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ｲ)

及
び

並
び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)
(ﾛ)

そ
れ
ぞ
れ
一
、
三
、
三
と
す
る

。

二
二
二

し
尿
浄
化
槽
（
建
築
基
準

二

八

一

五

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
又
は
建

法
施
行
令
第
三
十
二
条
第

築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条

一
項
の
表
に
規
定
す
る
算

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
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定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

術
上
の
基
準
を
満
た
す
構
造
の

処
理
対
象
人
員
が
二
〇
一

し
尿
浄
化
槽
よ
り
高
度
に
し
尿

人
以
上
五
〇
〇
人
以
下
の

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

も
の
に
限
る
。
）

法
に
よ
り
し
尿
を
処
理
す
る
も

第
三
欄

の
に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ｲ)

及
び

並
び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)
(ﾛ)

そ
れ
ぞ
れ
一
、
三
・
五
、
三
・

五
と
す
る
。

二
二
三

し
尿
処
理
業
（
し
尿
浄
化

二

八

一

四

嫌
気
性
硝
化
法
、
好
気
性
硝
化

槽
に
係
る
も
の
を
除
く
。

法
、
湿
式
酸
化
法
又
は
活
性
汚

）

泥
法
に
凝
集
処
理
法
を
加
え
た

方
法
よ
り
高
度
に
し
尿
を
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ

り
し
尿
を
処
理
す
る
も
の
に
あ

第
三
欄

及
び

っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

(2)
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の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
、
三

(ﾛ)と
す
る
。

二
二
四

ご
み
処
理
業

一

二
・
五

一

一
・
五

二
二
五

廃
油
処
理
業

一

一
・
五

一

一
・
五

二
二
六

産
業
廃
棄
物
処
理
業
（
前

一

三

一

一
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

二
二
七

死
亡
獣
畜
取
扱
業

二

四

二

三

二
二
八

と
畜
場

四

九
・
五

二

四
・
五

二
二
九

中
央
卸
売
市
場

四

五

二

三
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二
三
〇

地
方
卸
売
市
場

二
・
五

五

一
・
五

四

二
三
一

試
験
研
究
機
関
（
規
則
第

一
・
五

四
・
五

一

三

一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
。
）

二
三
二

整
理
番
号
二
の
項
か
ら
前

一

八

一

八

項
ま
で
に
分
類
さ
れ
な
い

も
の

別
表
第
二

単
位
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ

り
ん
含
有
量

リ
グ
ラ
ム

整

理

備

考

業
種
そ
の
他
の
区
分
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番

号

(1)

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

二

畜
産
農
業

八

三
〇

八

九

三

天
然
ガ
ス
鉱
業

二

三

一

二
・
五

四

非
金
属
鉱
業

一
・
五

三

一
・
五

二
・
五

五

肉
製
品
製
造
業

四

一
六

一

八

六

乳
製
品
製
造
業

五

一
六

一

八

七

畜
産
食
料
品
製
造
業
（
前

八

一
六

一

八
・
五

二
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
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く
。
）

八

水
産
缶
詰
・
瓶
詰
製
造
業

三

五
・
五

一
・
五

五
・
五

九

寒
天
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

一
〇

魚
肉
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

三

六

一
・
五

五
・
五

製
造
業

一
一

水
産
練
製
品
製
造
業
（
前

三

一
二

一
・
五

八

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
二

冷
凍
水
産
物
製
造
業

三

一
二

一
・
五

八

一
三

冷
凍
水
産
食
品
製
造
業

四

一
二

一

八
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一
四

水
産
食
料
品
製
造
業
（
整

三

一
二

一
・
五

八

理
番
号
八
の
項
か
ら
前
項

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

き
、
魚
介
類
塩
干
・
塩
蔵

品
製
造
業
を
含
む
。
）

一
五

野
菜
缶
詰
・
果
実
缶
詰
・

三

一
二

一
・
五

五
・
五

農
産
保
存
食
料
品
製
造
業

一
六

野
菜
漬
物
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

一
七

味
そ
製
造
業

四

七
・
五

一
・
五

五
・
五

一
八

し
ょ
う
油
・
食
用
ア
ミ
ノ

八

九

一
・
五

八
・
五

酸
製
造
業
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一
九

う
ま
味
調
味
料
製
造
業

三

五
・
五

一
・
五

五
・
五

二
〇

ソ
ー
ス
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

二
一

食
酢
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

二
二

砂
糖
精
製
業

三

四

一
・
五

四

二
三

ぶ
ど
う
糖
・
水
あ
め
・
異

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

性
化
糖
製
造
業

二
四

小
麦
粉
製
造
業

三

四

一
・
五

四

二
五

パ
ン
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五
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二
六

生
菓
子
製
造
業

六

七
・
五

一

六
・
五

二
七

ビ
ス
ケ
ッ
ト
類
・
干
菓
子

三

四

一
・
五

四

製
造
業

二
八

米
菓
製
造
業

三

四

一
・
五

四

二
九

パ
ン
・
菓
子
製
造
業
（
整

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

理
番
号
二
五
の
項
か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

三
〇

植
物
油
脂
製
造
業

四

七
・
五

一
・
五

五
・
五

米
糠
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
(1)

の
値
は
、
一
六
と
す
る
。

(ﾛ)
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三
一

動
物
油
脂
製
造
業

二

四
・
五

一

四
・
五

三
二

食
用
油
脂
加
工
業

三

四

一
・
五

四

三
三

ふ
く
ら
し
粉
・
イ
ー
ス
ト

三

五
・
五

一
・
五

五
・
五

・
そ
の
他
の
酵
母
剤
製
造

業

三
四

穀
類
で
ん
ぷ
ん
製
造
業

三

一
〇

一
・
五

八

三
五

め
ん
類
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

五
・
五

三
七

豆
腐
・
油
揚
製
造
業

五

七
・
五

一

五
・
五

三
八

あ
ん
類
製
造
業

五

一
二

一

八
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三
九

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業

八

九

一

八
・
五

四
〇

そ
う(

惣)

菜
製
造
業
の
う

四

七
・
五

一
・
五

五
・
五

ち
煮
豆
の
製
造
に
係
る
も

の

四
一

清
涼
飲
料
製
造
業

三

七
・
五

一
・
五

三
・
五

四
二

果
実
酒
製
造
業

三

四

一
・
五

三
・
五

四
三

ビ
ー
ル
製
造
業

三

四

一
・
五

三
・
五

四
四

清
酒
製
造
業

三

四

一
・
五

三
・
五

四
五

蒸
留
酒
・
混
成
酒
製
造
業

三

四

一
・
五

三
・
五
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四
六

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー

三

四

一
・
五

三
・
五

製
造
業

四
七

配
合
飼
料
製
造
業

二

三

一

三

四
八

単
体
飼
料
製
造
業

二

三
・
五

一

三

四
九

有
機
質
肥
料
製
造
業

二

三

一

三

五
〇

た
ば
こ
製
造
業

二

三

一

三

五
一

二

五
・
五

一

四
・
五

生
糸
製
造
業
（
副
蚕
糸
精

練
業
を
含
む
。
）

五
五

繊
維
工
業
（
整
理
番
号
五

二

五
・
五

一

四
・
五

一
の
項
に
掲
げ
る
も
の
及
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び
衣
服
そ
の
他
の
繊
維
製

品
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
で
整
毛
工

程
に
係
る
も
の

五
七

繊
維
工
業
で
麻
製
繊
工
程

二

四
・
五

一

四
・
五

に
係
る
も
の

五
八

繊
維
工
業
で
毛
織
物
機
械

二

六
・
五

一

四
・
五

染
色
整
理
工
程
（
の
り
抜

き
、
精
練
漂
白
、
シ
ル
ケ

ッ
ト
加
工
そ
の
他
の
染
色

整
理
工
程
に
付
帯
し
て
行

わ
れ
る
加
工
処
理
工
程
（

以
下
「
染
色
整
理
工
程
付

帯
加
工
処
理
工
程
」
と
い
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う
。
）
を
含
む
。
）
に
係

る
も
の

五
九

繊
維
工
業
で
織
物
機
械
染

二

六
・
五

一

四
・
五

色
整
理
工
程
（
染
色
整
理

工
程
付
帯
加
工
処
理
工
程

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の

（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

六
〇

繊
維
工
業
で
織
物
手
加
工

二

五

一

四
・
五

染
色
整
理
工
程
（
染
色
整

理
工
程
付
帯
加
工
処
理
工

程
を
含
む
。
）
に
係
る
も

の
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六
一

繊
維
工
業
で
綿
状
繊
維
・

二

六
・
五

一

四
・
五

糸
染
色
整
理
工
程
（
染
色

整
理
工
程
付
帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。
）
に
係
る

も
の

六
二

繊
維
工
業
で
ニ
ッ
ト
・
レ

二

六
・
五

一

四
・
五

ー
ス
染
色
整
理
工
程
（
染

色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処

理
工
程
を
含
む
。
）
に
係

る
も
の

六
三

繊
維
工
業
で
繊
維
雑
品
染

二

九

一

四
・
五

色
整
理
工
程
（
染
色
整
理

工
程
付
帯
加
工
処
理
工
程

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
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六
四

繊
維
工
業
で
不
織
布
製
造

二

六

一

四
・
五

工
程
に
係
る
も
の

六
五

繊
維
工
業
で
フ
ェ
ル
ト
製

二

三

一

三

造
工
程
に
係
る
も
の

六
六

繊
維
工
業
で
上
塗
り
し
た

二

四
・
五

一

四
・
五

織
物
及
び
防
水
し
た
織
物

製
造
工
程
に
係
る
も
の

六
七

繊
維
工
業
で
繊
維
製
衛
生

二

三

一

三

材
料
製
造
工
程
に
係
る
も

の

六
八

繊
維
工
業
（
整
理
番
号
五

二

四
・
五

一

四
・
五
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五
の
項
か
ら
前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

六
九

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ

二

三

一

二
・
五

ッ
プ
製
造
業

七
一

合
板
製
造
業
（
集
成
材
製

二

三

一

二
・
五

造
業
を
含
む
。
）
又
は
パ

ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
製
造

業

七
五

木
材
薬
品
処
理
業

二

三

一

二
・
五

七
六

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

溶
解
パ
ル
プ
製
造
工
程
に
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係
る
も
の

七
七

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

サ
ル
フ
ァ
イ
ト
パ
ル
プ
製

造
工
程
に
係
る
も
の

七
八

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工

程
、
リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ

ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
又

は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ
ル
パ

ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の
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七
九

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
製
造
工
程
又
は
未

さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ

ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

八
〇

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド
パ

ル
プ
製
造
工
程
（
前
工
程

の
未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン

ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
含

む
。
）
又
は
さ
ら
し
セ
ミ
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ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工

程
（
前
工
程
の
未
さ
ら
し

セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製

造
工
程
を
含
む
。
）
に
係

る
も
の

八
一

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

未
さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

八
二

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ
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製
造
工
程
（
前
工
程
の
未

さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ

製
造
工
程
を
含
む
。
）
に

係
る
も
の

八
三

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

古
紙
を
原
料
と
す
る
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

八
四

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

古
紙
を
原
料
と
し
脱
イ
ン

キ
又
は
漂
白
を
行
う
パ
ル
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プ
製
造
工
程
（
前
工
程
の

離
解
工
程
を
含
む
。
）
に

係
る
も
の

八
五

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

木
材
又
は
古
紙
以
外
の
も

の
を
原
料
と
す
る
パ
ル
プ

製
造
工
程
に
係
る
も
の

八
六

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、
リ
フ

ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル

プ
又
は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ

ル
パ
ル
プ
を
主
原
料
と
す
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る
洋
紙
製
造
工
程
（
前
工

程
の
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、

リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
又
は
サ
ー
モ
メ
カ

ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
も
の

八
七

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で

洋
紙
製
造
工
程
に
係
る
も

の
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

八
八

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製

二

三

一

二
・
五

造
業
又
は
板
紙
製
造
業
で
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板
紙
製
造
工
程
に
係
る
も

の

八
九

機
械
す
き
和
紙
製
造
業

二

三

一

二
・
五

九
〇

手
す
き
和
紙
製
造
業

二

三

一

二
・
五

九
一

塗
工
紙
製
造
業

二

三

一

二
・
五

九
二

段
ボ
ー
ル
製
造
業

二

三

一

二
・
五

九
三

重
包
装
紙
袋
製
造
業

二

三

一

二
・
五

九
四

セ
ロ
フ
ァ
ン
製
造
業

二

三

一

二
・
五

九
五

乾
式
法
に
よ
る
繊
維
板
製

二

三

一

二
・
五
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造
業

九
六

繊
維
板
製
造
業
（
前
項
に

二

三

一

二
・
五

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

九
七

パ
ル
プ
製
造
業
、
紙
製
造

二

三

一

二
・
五

業
又
は
紙
加
工
品
製
造
業

（
整
理
番
号
七
六
の
項
か

ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

一
〇
〇

印
刷
業
（
新
聞
そ
の
他
の

二

四
・
五

一

三
・
五

出
版
物
を
印
刷
す
る
も
の

を
含
む
。)

一
〇
一

製
版
業

二

四
・
五

一

三
・
五
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一
〇
二

窒
素
質
・
り
ん
酸
質
肥
料

二

二
六
・
五

一

二
六
・
五

製
造
業

一
〇
三

複
合
肥
料
製
造
業

二

二
六
・
五

一

二
六
・
五

一
〇
四

化
学
肥
料
製
造
業
（
前
二

二

三

一

三

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
〇
五

ソ
ー
ダ
工
業

二

四

一

二
・
五

一
〇
六

電
炉
工
業

二

三
・
五

一

二
・
五

一
〇
七

無
機
顔
料
製
造
業

二

四

一

二
・
五
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一
〇
八

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造

二

五

一

二
・
五

り
ん
及
び
り
ん
化
合
物
製
造
工

業
（
整
理
番
号
一
〇
五
の

程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
(1)
(ﾛ)

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ

及

び

の
値
は
、
そ

れ
ぞ

(2)
(ﾛ)

る
も
の
を
除
く
。
）

れ
四
〇
、
八

と
す
る
。

一
〇
九

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

二

四

一

三
・
五

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

造
業
で
脂
肪
族
系
中
間
物

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使第

製
造
工
程
に
係
る
も
の

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
八

、
四
、
八
と
す
る
。

一
一
〇

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

二

三
・
五

一

三

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

造
業
で
環
式
中
間
物
・
合

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使

、
第

成
染
料
・
有
機
顔
料
製
造

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

工
程
に
係
る
も
の
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の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
八

、
四
、
八
と
す
る
。

一
一
一

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

二

五

一

三

造
業
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

造
工
程
に
係
る
も
の

一
一
二

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

二

三
・
五

一

三

造
業
で
合
成
ゴ
ム
製
造
工

程
に
係
る
も
の

一
一
三

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

二

三
・
五

一

三

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

造
業
で
有
機
化
学
工
業
製

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使第

品
製
造
工
程
（
脂
肪
族
系

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

中
間
物
製
造
工
程
、
環
式

の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
八

中
間
物
・
合
成
染
料
・
有
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、
四
、
八
と
す
る
。

機
顔
料
製
造
工
程
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
及
び

合
成
ゴ
ム
製
造
工
程
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

一
一
四

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製

二

三
・
五

一

三

造
業
（
整
理
番
号
一
〇
九

の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
一
五

脂
肪
族
系
中
間
物
製
造
業

二

五

一

三
・
五

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使第

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
二

四
、
四
、
八
と
す
る
。
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一
一
六

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業

二

三
・
五

一

三

一
一
七

発
酵
工
業

二

四

一

三

一
一
八

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造

二

三

一

三

業

一
一
九

環
式
中
間
物
・
合
成
染
料

二

五

一

三

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料

・
有
機
顔
料
製
造
業

、
触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使第

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
六
・
五
、
二

四
、
四
、
八
と
す
る
。

一
二
〇

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

二

三
・
五

一

三
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一
二
一

合
成
ゴ
ム
製
造
業

二

三
・
五

一

三

一
二
二

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造

二

五

一

三

有
機
り
ん
系
農
薬
原
体
製
造
工

第
三
欄

業
（
整
理
番
号
一
〇
九
の

程
に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

の
値
は
、
六
〇
と
す
る
。

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

一
二
三

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト

二

三

一

二
・
五

製
造
業
の
う
ち
レ
ー
ヨ
ン

の
製
造
に
係
る
も
の

一
二
四

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト

二

三

一

二
・
五

製
造
業
の
う
ち
ア
セ
テ
ー

ト
の
製
造
に
係
る
も
の
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一
二
五

合
成
繊
維
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
二
六

脂
肪
酸
・
硬
化
油
・
グ
リ

二

三

一

二
・
五

セ
リ
ン
製
造
業

一
二
七

石
け
ん
・
合
成
洗
剤
製
造

二

三

一

二
・
五

業

一
二
八

界
面
活
性
剤
製
造
業
（
前

二

三

一

二
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
二
九

塗
料
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
三
〇

印
刷
イ
ン
キ
製
造
業

二

三

一

二
・
五
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一
三
一

医
薬
品
原
薬
・
製
剤
製
造

二

六

一

五

医
薬
品
原
薬
製
造
工
程
（
り
ん

業

又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と
し

て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
欄

及

に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ｲ)

び

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
、

(ﾛ)
八
と
す
る
。

一
三
二

医
薬
品
製
剤
製
造
業

二

三
・
五

一

二
・
五

一
三
三

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

二

五

一

二
・
五

一
三
四

生
薬
・
漢
方
製
剤
製
造
業

二

三
・
五

一

二
・
五

一
三
五

動
物
用
医
薬
品
製
造
業

二

三
・
五

一

二
・
五

一
三
六

火
薬
類
製
造
業

二

四

一

二
・
五
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一
三
七

農
薬
製
造
業

二

四

一

二
・
五

一
三
八

合
成
香
料
製
造
業

二

四

一

二
・
五

一
三
九

香
料
製
造
業
（
前
項
に
掲

二

四

一

二
・
五

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
四
〇

化
粧
品
・
歯
磨
・
そ
の
他

二

三

一

二
・
五

の
化
粧
用
調
整
品
製
造
業

一
四
二

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造

二

四

一

二
・
五

業
（
に
か
わ
製
造
業
を
含

む
。
）

一
四
三

写
真
感
光
材
料
製
造
業

二

四

一

二
・
五
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一
四
四

天
然
樹
脂
製
品
・
木
材
化

二

三

一

二
・
五

学
製
品
製
造
業

一
四
五

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
四
六

化
学
工
業
（
整
理
番
号
一

二

四

一

二
・
五

〇
二
の
項
か
ら
前
項
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

一
四
七

石
油
精
製
業

二

三

一

二
・
五

一
四
八

潤
滑
油
製
造
業
（
前
項
に

二

三

一

二
・
五

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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一
四
九

コ
ー
ク
ス
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
五
〇

石
油
コ
ー
ク
ス
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
五
一

自
動
車
タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー

二

三

一

二
・
五

ブ
製
造
業

一
五
二

ゴ
ム
製
品
製
造
業
で
ラ
テ

二

三

一

二
・
五

ッ
ク
ス
成
型
型
洗
浄
工
程

に
係
る
も
の

一
五
三

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
前
二

二

三

一

二
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
五
四

な
め
し
か
わ
製
造
業

二

一
四
・
五

一

一
四
・
五
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一
五
五

毛
皮
製
造
業

二

三

一

三

一
五
六

板
ガ
ラ
ス
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
五
七

板
ガ
ラ
ス
加
工
業

二

三

一

二
・
五

一
五
八

ガ
ラ
ス
製
加
工
素
材
製
造

二

三

一

二
・
五

業

一
五
九

ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
六
〇

理
化
学
用
・
医
療
用
ガ
ラ

二

三

一

二
・
五

ス
器
具
製
造
業

一
六
一

卓
上
用
・
ち
ゅ
う
房
用
ガ

二

三

一

二
・
五
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ラ
ス
器
具
製
造
業

一
六
二

ガ
ラ
ス
繊
維
（
長
繊
維
に

二

三

一

二
・
五

限
る
。
）
・
同
製
品
製
造

業

一
六
三

ガ
ラ
ス
繊
維
・
同
製
品
製

二

三

一

二
・
五

造
業
（
前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

一
六
四

ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業

二

三

一

二
・
五

（
整
理
番
号
一
五
六
の
項

か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

一
六
五

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

二

三

一

二
・
五
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一
六
六

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
製
造

二

三

一

二
・
五

業

一
六
七

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
（

二

三

一

二
・
五

前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
六
八

黒
鉛
電
極
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
六
九

砕
石
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
七
〇

鉱
物
・
土
石
粉
砕
等
処
理

二

三

一

二
・
五

業

一
七
二

う
わ
薬
製
造
業

二

三

一

二
・
五
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一
七
三

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

二

三

一

二
・
五

一
七
五

フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
七
六

高
炉
に
よ
ら
な
い
製
鉄
業

二

三

一

二
・
五

（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
七
八

製
鋼
・
製
鋼
圧
延
業
（
転

二

三

一

二
・
五

炉(

単
独
転
炉
を
含
む
。
）

又
は
電
気
炉
（
単
独
電
気

炉
を
含
む
。)

に
よ
る
も
の

に
限
る
。
）

一
七
九

熱
間
圧
延
業
（
整
理
番
号

二

三

一

二
・
五
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一
八
二
の
項
及
び
同
一
八

三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
八
〇

冷
間
圧
延
業
（
整
理
番
号

二

三

一

二
・
五

一
八
二
の
項
及
び
同
一
八

三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
八
一

冷
間
ロ
ー
ル
成
型
形
鋼
製

二

三

一

二
・
五

造
業

一
八
二

鋼
管
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
八
三

伸
鉄
業

二

三

一

二
・
五
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一
八
四

磨
棒
鋼
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
八
五

引
抜
鋼
管
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
八
六

伸
線
業

二

三

一

二
・
五

一
八
七

ブ
リ
キ
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
八
八

亜
鉛
鉄
板
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
八
九

め
っ
き
鋼
管
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
〇

め
っ
き
鉄
鋼
線
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
一

表
面
処
理
鋼
材
製
造
業
（

二

三

一

二
・
五

整
理
番
号
一
八
七
の
項
か
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ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

一
九
二

鍛
鋼
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
三

鍛
工
品
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
四

鋳
鋼
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
五

銑
鉄
鋳
物
製
造
業
（
次
項

二

三

一

二
・
五

及
び
整
理
番
号
一
九
七
の

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
九
六

鋳
鉄
管
製
造
業

二

三

一

二
・
五
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一
九
七

可
鍛
鋳
鉄
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
八

鉄
粉
製
造
業

二

三

一

二
・
五

一
九
九

鉄
鋼
業
（
整
理
番
号
一
七

二

三

一

二
・
五

三
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
〇
〇

非
鉄
金
属
製
造
業

二

三

一

二
・
五

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る

二
〇
一

電
気
め
っ
き
業

二

四

一

三
・
五

表
面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
(1)
(ｲ)

及
び

並
び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)
(ﾛ)

そ
れ
ぞ
れ
四
、
八
、
四
・
五
と

す
る
。
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溶
融
め
っ
き
工
程
（
り
ん

二
〇
二

金
属
製
品
製
造
業
（
前
項

二

五
・
五

一

三
・
五

（一）
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も

）

の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は

、
第
三
欄

及
び

並
び

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

に

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ

(2)
(ﾛ)

四
、
八
、
四
・
五
と
す
る
。

ア
ル
マ
イ
ト
加
工
工
程
（

（二）
り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ

る
表
面
処
理
施
設
を
設
置
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄

及
び

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

並
び
に

の
値
は
、
そ
れ

(2)
(ﾛ)

ぞ
れ
八
、
五
〇
、
八
・
五
と

す
る
。
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二
〇
三

一
般
機
械
器
具
製
造
業

二

三

一

二
・
五

二
〇
四

プ
リ
ン
ト
回
路
製
造
業

二

三

一

二
・
五

二
〇
五

電
気
機
械
器
具
製
造
業
（

二

三

一

二
・
五

民
生
用
電
気
機
械
器
具
製
造
工

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

程
（
り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に

き
、
情
報
通
信
機
械
器
具

よ
る
表
面
処
理
施
設
を
設
置
す

製
造
業
、
電
子
部
品
・
デ

る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

第
三
欄

及
び

並
び

バ
イ
ス
製
造
業
を
含
む
。

は
、

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

に

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六

）

(2)
(ﾛ)

、
七
、
六
・
五
と
す
る
。

二
〇
六

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

二

四

一

三
・
五

自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
工
程

（
り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ

る
表
面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
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も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は

、
第
三
欄

及
び

並
び
に

(1)
(ｲ)

(ﾛ)

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
、

(2)
(ﾛ)

八
、
四
・
五
と
す
る
。

二
〇
七

精
密
機
械
器
具
製
造
業

二

三
・
五

一

三

二
〇
八

ガ
ス
製
造
工
場

二

三
・
五

一

三
・
五

二
〇
九

下
水
道
業

一

四

一

四

標
準
活
性
汚
泥
法
そ
の
他

（一）
こ
れ
と
同
程
度
に
下
水
中
の

り
ん
を
除
去
で
き
る
方
法
よ

り
高
度
に
下
水
中
の
り
ん
を

除
去
で
き
る
方
法
に
よ
り
下

水
を
処
理
す
る
も
の
（
高
濃

度
の
り
ん
を
含
有
す
る
汚
水
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を
多
量
に
受
け
入
れ
て
処
理

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ

第
三
欄

及
び

っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

の
値
は
、
二
と
す
る
。

(2)
(ﾛ)高

濃
度
の
り
ん
を
含
有
す

（二）
る
汚
水
を
多
量
に
受
け
入
れ

て
処
理
す
る
も
の
（
標
準
活

性
汚
泥
法
そ
の
他
こ
れ
と
同

程
度
に
下
水
中
の
り
ん
を
除

去
で
き
る
方
法
に
よ
り
下
水

を
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。)

第
三
欄

に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

及
び

の
値
は
、
八
と
す

(2)
(ﾛ)

る
。

二
一
〇

空
瓶
卸
売
業

四

五

二

四
・
五
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二
一
一

共
同
調
理
場
（
学
校
給
食

四

五

二

四
・
五

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
号
）
第
五
条
の

二
に
規
定
す
る
施
設
を
い

う
。
）

二
一
二

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製

四

一
〇

二

四
・
五

造
業

二
一
三

飲
食
店

四

八

二

五

二
一
四

宿
泊
業

四

五

二

四
・
五

二
一
五

リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ
業

五

八

一

六
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二
一
六

洗
濯
業
（
前
項
に
掲
げ
る

五

八

一

六

も
の
を
除
く
。
）

二
一
八

写
真
業
（
写
真
現
像
・
焼

四

五

二

四
・
五

付
業
を
含
む
。
）

二
一
九

自
動
車
整
備
業

四

五

二

四
・
五

二
二
〇

病
院

四

五

二

四
・
五

二
二
一

し
尿
浄
化
槽
（
建
築
基
準

二

八

一

四

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
又
は
建

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条

年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技

）
第
三
十
二
条
第
一
項
の

術
上
の
基
準
を
満
た
す
構
造
の

表
に
規
定
す
る
算
定
方
法

し
尿
浄
化
槽
よ
り
高
度
に
し
尿

に
よ
り
算
定
し
た
処
理
人

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
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員
が
五
〇
一
人
以
上
の
も

法
に
よ
り
し
尿
を
処
理
す
る
も

第
三
欄

の
に
限
る
。
）

の
に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ｲ)

及
び

並
び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)
(ﾛ)

そ
れ
ぞ
れ
一
、
三
、
三
と
す
る

。

二
二
二

し
尿
浄
化
槽
（
建
築
基
準

二

八

一

五

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
又
は
建

法
施
行
令
第
三
十
二
条
第

築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条

一
項
の
表
に
規
定
す
る
算

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技

定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

術
上
の
基
準
を
満
た
す
構
造
の

処
理
対
象
人
員
が
二
〇
一

し
尿
浄
化
槽
よ
り
高
度
に
し
尿

人
以
上
五
〇
〇
人
以
下
の

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

も
の
に
限
る
。
）

法
に
よ
り
し
尿
を
処
理
す
る
も

第
三
欄

の
に
あ
っ
て
は
、

(1)
(ｲ)

及
び

並
び
に

の
値
は
、

(ﾛ)

(2)
(ﾛ)

そ
れ
ぞ
れ
一
、
三
・
五
、
三
・
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五
と
す
る
。

二
二
三

し
尿
処
理
業
（
し
尿
浄
化

二

八

一

四

嫌
気
性
硝
化
法
、
好
気
性
硝
化

槽
に
係
る
も
の
を
除
く
。

法
、
湿
式
酸
化
法
又
は
活
性
汚

）

泥
法
に
凝
集
処
理
法
を
加
え
た

方
法
よ
り
高
度
に
し
尿
を
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ

り
し
尿
を
処
理
す
る
も
の
に
あ

第
三
欄

及
び

っ
て
は
、

(1)
(ﾛ)

(2)

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
、
三

(ﾛ)と
す
る
。

二
二
四

ご
み
処
理
業

四

五

二

四
・
五

二
二
五

廃
油
処
理
業

四

五

二

四
・
五
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二
二
六

産
業
廃
棄
物
処
理
業
（
前

四

八

一

四
・
五

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

二
二
七

死
亡
獣
畜
取
扱
業

四

五

二

四
・
五

二
二
八

と
畜
場

四

一
〇

二

四
・
五

二
二
九

中
央
卸
売
市
場

四

五

二

四
・
五

二
三
〇

地
方
卸
売
市
場

四

五

二

四
・
五

二
三
一

試
験
研
究
機
関
（
規
則
第

四

五

二

四
・
五

一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
。
）
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二
三
二

整
理
番
号
二
の
項
か
ら
前

一

八

一

八

項
ま
で
に
分
類
さ
れ
な
い

も
の


